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◦�医療機関に直接連絡をしてもワクチン接種の予約はできません。ワクチン接種の予約は上記の「ワ
クチン接種の予約方法〔➊市コールセンター➋専用ウエブサイト➌LINE（ライン）アプリ〕」により
お願いします

◦�市内医療機関でワクチン接種を受ける際は、

▲

接種券一体型予診票

▲

予防接種済証

▲

本人確認書
類（健康保険証、運転免許証、マイナンバーカードなど）

▲

お薬手帳（お持ちの場合）ーを忘れずに
持参してください

◦�

▲

接種券一体型予診票

▲

予防接種済証ーは市内医療機関で再発行できません。再発行を希望する
場合は、市コールセンター（☎0120-383-225）へご連絡ください

◉個別接種を実施している市内医療機関（４月８日現在）

医療機関の名称

イーハトーブ病院 小瀬川皮膚科医院 とみつか脳神経外科クリニック

石鳥谷医療センター 齋藤整形外科クリニック 中舘内科クリニック

石鳥谷駅前クリニック ささきクリニック はじめこどもクリニック

大迫地域診療センター さとう消化器科内科クリニック 花巻中央眼科

小原クリニック さとう内科クリニック 藤巻胃腸科内科クリニック

おばら内科・消化器科クリニック 循環器科・内科 大平医院 宝陽病院

織笠内科医院 すがさわ外科内科クリニック 星が丘おおうち整形外科クリニック

菊地内科クリニック 須田内科医院 まきた内科ハートクリニック

熊谷内科胃腸科医院 高木丘クリニック 三浦医院

恵ライフクリニック 照井内科消化器科医院 ゆうきクリニック

国立病院機構花巻病院 東和病院 ゆかわ脳外科

◈ワクチン接種の予約方法

　ワクチン接種の予約は、右記のいずれかに

よりお願いします。いずれの方法も代理人に

よる手続きが可能です。

　予約する際には、市から送付された

▲

接種

券一体型予診票

▲

接種日程（会場）一覧

▲

メモ

用紙ーを用意して、「追加接種のお知らせ」に

記載されている指定予約期間内（１週間程度）

に予約手続きをしてください。

※�接種日・会場ごとに使用するワクチンが異

なります。会場を選択する際にワクチンの

種類を確認の上、予約してください

➊市コールセンターで電話予約

　�☎0120-383-225　〔毎日（土・日曜日、祝日

を含む）、午前８時30分～午後５時15分〕

専
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➋�専用ウェブサイトにアクセスして予約

　�専 用 ウ ェ ブ サ イ ト

（https://g032051.

vc.liny.jp)

LINE

（
ラ
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➌�LINE（ライン）アプリを使って予約

　�LINE（ライン）アプリ

（https://covid19.

liny.jp/032051）

　 ▼市から指定される接種期間に接種できな

い人 ▼「追加接種のお知らせ」に記載されてい

る指定予約期間内に予約ができなかった人ー

は、市コールセンター（☎0120-383-225）まで

連絡をお願いします。空き日程を含め予約可

能な接種日程をご案内します。

　空き日程がない場合は、「登録待機者」とし

て名簿に登録され、接種日程の案内が可能に

なった人に後日、市コールセンターから電話

連絡するか、接種日程などを記載した予約案

内を送付します。

　連絡・通知を受け取った場合は、市コール

センター（☎0120-383-225）で予約の手続きを

お願いします。

＊�４月29日以降は、 ▼専用ウェブサイト ▼LINE

（ライン）―の方法でも予約が可能になります

◉指定予約期間内に接種・予約ができない人は？

助成期間は

４月28日
まで

日帰り入浴…1,000円、宿泊…2,000円を助成
温泉宿泊施設等利用促進事業

　市では「温泉宿泊施設等利用促進事業」を実

施。市内温泉宿泊施設などを利用した場合の

費用を助成しています。

＊�県などが実施している助成事業と併用でき
る場合があります

　

■ 対象　県民または県内で勤務している人

※団体利用の目安は15人程度

■助成額

◦ 日帰り入浴支援（１食付き）…利用者１人当

たり1,000円

※�2,000円（消費税込み、入湯税別）未満のプラ
ンは対象外

◦ 宿泊支援（素泊まり含む）…利用者１人当た

り2,000円

※�4,000円未満（消費税込み、入湯税別）のプ
ランは対象外

■ 助成期間　４月28日（木）まで

■利用方法

① 利用を希望する施設に電話などで本事業を

利用することを伝え予約

② 利用日当日、予約した施設の受付で利用申

込書に必要事項を記入の上、提出

※�居住地や勤務地を確認（団体の場合は代表
者１人）できる書類を提示してください

③助成額を差し引いた利用料を支払う

【問い合わせ】 本館観光課（緯41-3542）
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＊�利用申込書は、市ホーム

ページに掲載しています

感染状況により、本事業を中止・停止す
ることがあります。この場合、本事業の
利用者が予約をキャンセルしてもキャン
セル料は徴収されません

13 2022（R4）.4.15

上、 ▼岩手県社会福祉協議会が発行する

貸付決定通知書 ▼収入が確認できる書類

（給与明細書、口座通帳など） ▼振込口座

確認書類（口座通帳、キャッシュカード

など）ーの写しを添えて、持参、郵送の

いずれかで下記へ提出

「緊急小口資金」「総合支援資金」の特例貸付利用者が対象

はなまき暮らしの継続応援事業

　市では、都道府県社会福祉協議会が実施

している「緊急小口資金」「総合支援資金」の

特例貸付を受けた人の貸付利用相当額の一

部を支援しています。

　

■�対象　緊急小口資金または総合支援資金

の特例貸付を受けた人で、次の要件を全

て満たす人

　� ▼ 貸付決定から本支援金の申請時点ま

で、本市の住民基本台帳に記載されてい

る人 ▼令和２年４月以降の収入のうち、

前年同月比で20㌫以上減少した月がひと

月以上ある人

■�補助額・上限額　貸付利用相当額の40㌫

相当額

◦緊急小口資金…上限８万円

◦総合支援資金…上限24万円

■�申請期限　７月29日（金）

■�申請方法� 申請書に必要事項を記入の

【�問い合わせ・申請】�新館地域福祉課（〒025-

8601�花城町9-30�☎41-3574）
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＊�申請様式は、「緊急小口資
金」「総合支援資金」の申し
込み手続き時に配布してい
るほか、市ホームページに
掲載しています

既に貸付利用相当額の20㌫相当額で支援を受
けた人には、拡充分との差額を追加で支給し
ます。該当者には、申請書類を送付していま
すので、忘れずに申請してください

申請期限を

７月29日
まで延長

新型コロナウイルス感染症対策関連事業のお知らせ


